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セッション１・専門家報告 

パリ第１大学教授 

ベルナルド・ガジェ 

 

 まず、欧州で感じている不安定性についてお話をしたいと思います。セキュリティがな

いというのはかなり雇用喪失に関係があり、さらにあまり規制されていない雇用の増加に

つながっています。しかし、その一方、実際の数字を見ますと、つまり一つの雇用の中に

残っている期間を見ると、一定か頭打ち、または上昇しています。それは国によって若干

違いますけれども、しかし全体的にそうした傾向が出ている。したがって、状況は複雑だ

と考えられるわけです。 

 エンプロイアビリティの中のフレキシビリティということを考える場合、妥当なシステ

ムとは何か。それは安定化をもたらすものでなければなりません。しかし、その一方でフ

レキシビリティも考えていかなければならない。ここで当然ながらフレキシビリティと言

っているのは、こうした調整の中に早く対応する力ということで乱高下を許さないもので

あるということは言をまちません。 

 フレキシキュリティにはフレキシビリティとセキュリティがあるわけですが、そこでは

主要な分野が考えられ、その中で義務があります。何らかの複数のものを一緒に中に入れ

ていかなければならない。調整を労働市場でしていかなければなりません。また、例えば

モジュラー化であるとか、また、企業内でどうするか、給与をどうするか、といったとこ

ろでフレキシキュリティを考えていかなければなりません。 

 私のコメントを２つ。第一に、必要なのは新たなバランスです。機会の付与を約束し、

それからそうした機会のための体制、実現可能性についてバランスをとります。ここで政

策をどのように進めていったらいいのか。それぞれの国また地域の雇用状況にあわせた形

で行っていかなければなりません。新たなバランスが必要です。先ほどもお話ししたとお

り、ＥＵの加盟国の中では、こうしたセキュリティモビリティーに関しては、さまざまな

メカニズムが存在しています。国によって違います。そういう意味で、グローバルにこれ

を、つまり相対的にすべてこれを強化していくのは大変難しいことです。ＥＵの大陸諸国

で言えば、現在、様々な問題が出ています。特に雇用のセキュリティ問題が出ています。

というのは、大陸諸国というのは、ある意味で日本と似ていると言えるわけです。そうい

う意味で、この大陸ＥＵ諸国に焦点をあわせてみるのは興味のあることだと思います。 
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 そこを見ていきますと、２つのセキュリティ違った分野があります。まず、大企業で働

いている人々、ほとんど日本のように終身雇用で働いている人々がいます。それから２次

セクターということで、雇用の安定性がもっと少ないところがあります。この２次セクタ

ーで働いている人々は、やはり一次的な安定したセクターの雇用を欲しいと望んでいます。

セキュリティは、大企業であればあまり熟練していない労働者にもありました。そこでは

ＯＪＴが主流でした。だからこそ、安定した形で職を長く維持することができたわけです。

しかし、そうした熟練がない者にとってはなかなかそうした職業の安定性を得ることが難

しいということがあります。そういう意味で、労働の組織というものが変わっています。

非常に大きなプレッシャーが出ています。より労働者側の自律性というものが求められて

おりますし、さらには仕事の中でのみずからの生産性の上昇というものがあります。より

短い時間でより高い成果が求められるようになっています。 

 こうした中で勝ち組に残るためにはどうしたらよいのか。その一方で負け組というもの

のプロフィールにも十分に考えていかなければならない状況があるわけです。そうしたイ

ンセキュリティーのわなに取り込まれている労働者を考えていかなければなりません。こ

れが私の最初のコメントです。 

 もう一つ、フレキシキュリティを議論するときに最初に考えなければならないのは、行

動の問題、一体どこにニーズがあるのかという問題です。セキュリティとフレキシキュリ

ティはどこにニーズがあるのか。ニーズは長期にわたっての安定性です。企業の側で人々

をトレーニングして、技術革新的な形で固定的で安定した労働力として取り込んでおきた

いときには、安定性があります。しかし、そういう状況がないときには、そうした安定性

は確保できません。 

 もう一つ、モビリティというオプションも考えられなければならないわけです。チャン

スがあれば、みずから職業訓練を受けて、自分のキャリアを完全に変えていくということ

が考えられるわけです。また、家庭の状況によっても変えていくことが考えられる。そし

て、高い技術・技能を持った労働者になったときには、その時就いている職のセキュリテ

ィだけではなく、職を移ってもセキュリティがあるような仕組みが考えられなければなり

ません。これは、労使が団体交渉の中でも考えていかなければならないでしょう。 

 それからもう一つ、労働市場政策にも触れておきます。企業は技術・技能を持った労働

者が欲しい。そして、新しい安定性とモビリティを同時に追求しています。そういう企業

では、非熟練労働者にはもう居場所がなくなるわけです。すると公的なさまざまな介入が
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必要になってきます。アクセスエンプロイアビリティとパフォーマンスエンプロイアビリ

ティを検討していかなければならないわけです。もっと広く考えますと、こうしたことを

いかに対比させていくか。つまり、人を市場にあわせてさまざまなツールを与えて強化し

ていくのか。つまり、勝ち組にいかにして入れていくかという、人を育てるという考え方

も必要なのです。それと同時に、市場自体にツールを与えて、人に対して集団的に対応が

できるような体制をつくっていかなければならない。労使にも関連するところですが、こ

れが労働市場のフレキシビリティであり、さらにまた新たなバランスでもあります。つま

り、これまでよりもたくさんのステークホルダーがそこにかかってこなければなりません。

これまでの関係者に加え、例えば地方政府、職業教育機関などが入っていかなければなり

ません。労働者も有給休暇を取って自分の職業的な能力を高めるような新たなアプローチ

をとっていかなければなりません。新たな調節プロセスというものも考えられていかなけ

ればなりません。かなり複雑ですが、これらが必要になってきます。 

 ここで例を挙げておきましょう。オーストリアの例です。オーストリアは現在、ＥＵの

議長国を務めています。そこでもやはり大陸諸国の中では１つの模範を示すものになって

いると思います。それはオーストリアの企業がリストラを行ったときに、非常におもしろ

い方法をとりました。オーストリアの中にオーストリアンジョブファンデーションという

ものがあります。これは職業あっせんのユニットで、ある企業でリストラを行った場合に

そこで再就職をあっせんするという機関です。ただ、その場合、ファンデーションであり

ますから、これは非常に安定的なユニットであったわけです。つまり、労働者が必要な間

はその機関の援助を受けられる。さらに、ユニークなことは、オーストリアの場合、実は

共同予算がついているということです。この再就職あっせんに共同の資金がついている。

つまり、利益を受ける者、つまり労働者が自分自身に投資をするという形です。それだけ

ではなく、企業に残った者も企業をやめていく者の教育訓練のために資金を出すというシ

ステムであります。社会連帯の精神によって、こうした集合的なアプローチがとられてい

るわけです。これも非常によいやり方であると私は考えます。新たなこの分野でのイノベ

ーションが出てきたと思います。以上です。ありがとうございました。 
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セッション１・専門家報告 

労働政策研究・研修機構 統括研究員 

伊藤 実 

 

日本の場合、まず大きな枠組みとしましては、１９８０年代までは日本型と言われてい

る長期雇用、企業内人材育成、そういうモデルをしっかり進めてきまして、パフォーマン

スは良好だったわけです。失業率は大変低く、就業者も順調に増えまして、世界からかな

り注目されていました。しかし、１９９０年以降の不況で状況は一遍します。どうなった

のかといいますと、まず長期不況によるリストラクチャリングを企業は進めました。日本

の企業は、このとき３つの過剰なものを抱え込んでおり、一つは不良債権、債務です。こ

れは土地が暴落しまして、それに担保をくっつけていたものですから、企業は身動きがで

きなくなりました。それから、右肩上がりの成長を前提にしていましたから、設備投資を

相当行っていたため、過剰設備を抱え込んでいた。 

 ２つ目は、過剰雇用です。安定的な成長を前提にして人材の手当をしていましたから、

経済環境が激変しますと過剰雇用を抱え込むことになります。当初、９０年以降の不況は

短く済むのではないかとほとんどの企業は思っていたのですが、ここに思わぬ事態が起き

ました。隣国である中国が市場を開放したのです。そこに日本企業は国際競争力を高める

ためにどっと工場を移したものですから、日本の製造業から失業者が大量に発生するとい

う事態に陥りました。それだけではなく、中国内で日系の進出した工場が稼働を始めます

と、一部は日本に大変低い価格で輸出をするものですから、日本の国内市場が極めて強い

デフレ圧力を加えられた。当初３年から、長くても５年で不況は終わるかと思っていたの

が、実は１２、３年続きました。この間、一番悪いときは失業者が３５０万人。その中に

は長期失業者、１年以上の失業者が約１００万人含まれていました。それから、従来、ほ

とんど失業することがなかった若者、学校を出た人たちが、例えば高校を卒業した人に対

する企業からの求人は、多いときで１２０万人以上あったのですが、不況の中で２０万人

ちょっとまで縮小してしまった。ですから、あぶれた人たちは、日本では無業者になって、

それは何もしないというので、イギリスから輸入したニートという名前をつけました。そ

れから、アルバイトを点々と繰り返しているものをフリーターと言ったわけです。これは

今でも非常に大きな社会問題です。 

 こういう事態に対して、政府は公共政策でいろいろなことをやりました。基本的な線は
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規制緩和です。当時の政策担当、これは今でも政策を担当していますが、小泉内閣、それ

から政策のかなり重要なところを設計しているブレーンが割とアメリカ型のフレキシビリ

ティを強めようという政策を出しましたから、日本の労働市場はかなりいろいろな規制を

緩和しました。その結果何が起きたかといいますと、先ほど来、樋口教授が言っているよ

うに、非典型労働者というか、別の言葉で言えば、不安定就業者が大変増えて、安定的な

正規労働者が並行的に減っていく。これは企業がコストを下げるために否応なくとった手

段です。ところが、約１２、３年間やってやっと２００３年ごろから景気が回復し始めま

した。ここで、日本全体ではないのですが、少し新しい動きが出てきました。何かといい

ますと、不況の過程で日本的な雇用慣行や経営スタイルすべてを捨てなかった企業、これ

が今、大変元気なのです。代表的なもので皆さんが知っているのは、例えばトヨタ、キャ

ノン、これらの会社は一貫して人材育成に熱心であり、リストラクチャリングをして人を

大幅に整理解雇するということをやりませんでした。これは全体の中では少数派で、流れ

に逆行する経営スタイルです。結果的に何が起きたかといいますと、労働市場の柔軟性を

強めたのですが、安定性が不十分でした。 

一方、政策的には財政的な投入量は増大したのですが、個別の政策効果という面から見

ますと、不十分な面が強かったわけです。とりわけ、何が一番不十分かといいますと、職

業訓練のフォーカス、ピントがあっていませんでした。これは、別にさぼっていたわけで

も何でもなくて、世の中の変化が早過ぎたのです。日本の場合、ＩＴですとか、日本が得

意としていた電機産業でデジタル化が非常な勢いで伸びてきました。それから自動車もガ

ソリンエンジンから、どこに移って行くのかというのでいろいろな手法が模索されたので

すが、割と今成功しているのがトヨタ自動車のハイブリッド方式です。ハイブリッドの車

を組み立てている現場は複雑なことをやっています。それで何が起きたかといいますと、

簡単なものはみんな中国に行ってしまったんです。フレキシビリティを強めるとコストが

カットできると思っていたふしがあるのですが、幾らカットしてもしょせん中国には勝て

ない。一方、トヨタやキャノンなどの勝ち組はコスト競争では勝てないとみて、日本国内

には中国がつくれないものを持ってこようと模索しました。そして最近、その結論が出た

ものですから、急に製造業の工場が日本の中に新増設され始めました。それはものすごい

勢いで今、始まっています。 

 トヨタもこれまでは愛知県に集中的に工場がありましたが、今は北海道にも部品工場を

建てました。それから九州に２つの新型工場を建て、そこはレクサスブランドという一番
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高級な車を生産することにしました。そこでは伝統的に高卒者を雇い、ものすごい教育訓

練を社内で行います。私も昨年、ずっと調査をしましたが、それは大変な勢いです。なぜ

教育訓練を行っているのかというと、トヨタ車の品質を維持するためです。それから、ハ

イブリッドもいろいろな車種もコンビュー生産といって、１つのラインでいろいろ流す。

そうしますと、作業者の能力が高くないと対応できない。 

 全体としては、フレキシビリティとセキュリティのバランスをとった企業が今、元気に

なっています。ただ、日本全体ではそれは大多数というわけではなく、負け組と勝ち組が

いる中で、選別が進んでいるということです。 

 どうしたらいいのか、いろいろな対策があると思うのですが、概要は樋口教授がもう話

していらっしゃいました。私が個人的に考えていますのは、やはり企業が最先端の技術革

新に適応するために必要な労働能力とは何かときちんと調べて、それに対応したような公

的職業訓練をやるべきだと考えています。一方で民間の職業訓練機関もきちんとやってい

るのかというとそうでもない。ですから、職業訓練の効率が大変悪い。つまり、職業訓練

をやった割には就職して安定的な雇用に就く人が相対的に少ないのではないか。この点を

どうやって修正していくのか。 

 それから、どうしても無技能、非熟練者というのは、サービス産業が受け皿になります。

ここから日本の社会保障制度の話になるのですが、サービス産業というのは困ったことに、

パートタイマーに関しては年金や医療保険などの社会保険料をとらないのです。適用除外

になっています。ですから、企業によっては社員の９５％ぐらいがパートタイマーで、正

規社員はたった数％しかいません。そういう選択肢が可能ですから、どんどんサービス産

業に非熟練化した労働力が流れ込むという状況になります。これはなかなか簡単には解決

できません。 

 最後に、景気が回復して、実は人手不足になっておりこれはよい点です。今まで新規学

卒者を正社員で雇わなかった企業がかなり雇い始めました。徐々に正社員にシフトしてい

くことが明らかになりました。よってこれをうまく活用して労働者の質を高める、そうい

う努力が必要ではないかと考えております。 
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セッション１・パネリスト報告 

欧州産業経営者連盟・ドイツ経営者連盟 

マチアス・ソーン 

 

欧州がグローバル化の中で、チャレンジする際、社会経済分野でのフレキシビリティと

いうものは、本質的な要素になると思います。例えば米国、日本そして欧州連合の中で失

業率を比較してみると、労働市場については特にあてはまります。シュピドラ委員も先月

ウィーンで開催された「労働市場政策のイノベーション：グローバル化の中での挑戦」と

いう会議で、現状維持は解決ではないと強調されました。 

 フレキシキュリティという概念は既に新しいものではありませんが、さらなる注意を引

きつけ、オーストリアでは大統領の関心の大きい問題の一つになっております。フレキシ

キュリティは個々人の仕事を守るシステムから離れ、労働市場で仕事を創出し、人々によ

りチャンスを与えるシステムに移行するということです。それは、採用が容易になること

とスキル向上に投資することであり、消極的な所得の補填より積極的な労働市場政策を重

視するということです。フレキシキュリティという言葉は、デンマークで生まれました。

デンマークは過去１０年、よい実績をあげており、リスボン戦略の雇用目標を達成したＥ

Ｕの数少ない国のうちの一つです。しかし、デンマークのやり方がすべての国にとって有

効であるとはいえません。各国は、それぞれの解決策を見つける必要があります。実際、

フィンランドやアイルランド、英国などの国は、はっきりと失業を減らしており、雇用を

増やしています。 

 フレキシキュリティの試みは、労働市場でフレキシビリティとセキュリティのバランス

を適切に取ることです。各国はこの点で大変異なる出発地点に立っており、両者の適切な

バランスを探る必要があります。わたくしの母国ドイツでは、社会保障費の負担のため、

また柔軟性のない官僚的な労働法制のために、賃金以外の労働コストが非常に高くなって

います。実際、社会保障への拠出は、賃金支払い総額の４０％を超えております。使用者

が半分を負担し、残り半分を労働者が負担します。この拠出は、雇用にとって大変な重荷

です。ドイツはＥＵで２番目に高い税制度を持ち、それが労働市場の需要と供給面に悪影

響を与えております。一方で、民間企業による新規雇用創出コストを高いものにし、もう

一方で低スキルの労働者や長期失業者が就く低賃金の仕事を魅力ないものにしています。

というのも、得られる収入が少なすぎるからです。これは、過剰に規制された労働市場と
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根が同一です。一つ一つの仕事にできる限り高い安定性を持たせるため、法がどのような

労働市場リスクも認めず、規制によって削除しようとしているのです。結果、我々は硬直

性と非移動性しかみることができません。保護法は雇用に対する障害です。市場の中にい

る者、職を維持している者は規制の高い壁によって守られていますが、外部にいる者、求

職者はその壁を乗り越えることができないのです。 

 ２００３年に開始したドイツの社会保障改革をハルツ改革についてお話いたします。４

つのステップがありまして、最初のステップは、労働に対するインセンティブを与え、雇

用の将来展望を開くことでした。しかし、賃金以外の労働コストの削減と、現行の労働法

の規制緩和は依然として最重要課第です。ドイツはフレキシキュリティというアプローチ

を考慮しなければなりません。他の国では、柔軟性と安定性は異なったバランスがとられ

ています。フレキシキュリティに関して、すべてのアプローチに合う唯一のものはないの

です。フレキシキュリティというアプローチが加盟国の経済を弱体化することなく、競争

力を増加させ、雇用を増やす必要があります。 

 ヨーロッパが必要としているフレキシキュリティの基本的なコンセプトは、変化に対す

る積極的な態度です。２つの側面があります。一方で人々は変化することを望む必要があ

り、他方で、人々が変化するための機会と新しい仕事を見つけるための手段を与える必要

があります。スキルの向上と生涯学習はこの点で重要であり、労働者のエンプロイアビリ

ティを向上させ、変化する労働市場で労働者のチャンスを増やすために必要です。需要と

供給をマッチさせるため、教育訓練は企業ニーズにあわせるべきです。政府は市場主体の

教育投資を行う必要があります。企業は人的資源の質の向上に幅広く貢献しており、ドイ

ツ企業だけで、毎年だいたい２７０億ユーロを従業員の訓練に投じております。今や労働

者は自身のスキル向上に対してさらなる責任を持ち、自身の訓練に貢献しています。そし

て、最終的に彼ら自身が得た資格によって利益を得るでしょう。 

 では、欧州連合はフレキシキュリティにおいて、どのような役割を果たすのでしょうか。

まず、加盟国全体として成長と仕事の将来性を高めるように、特にサービス面で内部市場

を整える必要があります。２番目に、例えば今回のようなシンポジウム開催を通して、各

国のフレキシキュリティに関する施策経験を交換する場をつくることができるでしょう。

それによって欧州連合の加盟国だけでなく、日本のようなヨーロッパに属さない国が集う

助けとなります。３番目は、ＥＵ法制によって、フレキシキュリティに対してよくない結

果をもたらす不要な制限を課さないことです。 
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 しかし、フレキシキュリティに関する欧州連合の追加原則の中身には非常に疑問を感じ

ます。当然、加盟国は労働市場政策に責任をもちますが、その一方で、欧州連合レベルで

規定された原則および政策は、既存のまったく異なる各国のシステムの中で施行されるこ

とになるわけです。我々は、欧州雇用戦略という既に欧州レベルで国の雇用政策を調整す

る枠組みを持っております。実際、フレキシキュリティの特徴は、既に統合ガイドライン

に取り込まれております。特にガイドラインのＮＯ．２１。従って、新しい施策を作成す

る代わりに、統合ガイドラインに沿って決まった施策により注意を払うべきでしょう。 

 私の最後の指摘は、統合ガイドラインによって導かれました。フレキシキュリティは疑

いもなく重要ですが、それは雇用を増やすための緊急かつ必要な努力のうちの一つの手段

でしかありません。経済成長は、より多くの質のよい雇用にとっていまだ重要な意味を持

ちますが、現下の状況では、欧州は潜在成長力に深刻な問題を抱えております。この潜在

成長力を高めるチャネルは、よく知られています。労働市場の移動性と柔軟性を高める、

社会保障制度を維持できるものにする、製造業とサービス業、資本市場における競争にて

こ入れする、よりよい規制を通して起業家精神を高揚する――などです。我々は例えば、

教育制度、団体交渉、労働法、税金、社会保障制度など、多くの分野を改革するための全

体的かつ政治的な戦略を得ました。昨年のリスボン戦略のリニューアルに沿って各加盟国

が作成した改革プログラムは、正しい方向に進むための重要なステップです。しかし、ま

だ十分ではない。加盟国でさらに施策を見直すべきだと思います。 

 結論です。フレキシキュリティに関する議論は、必要な労働市場の柔軟性とあるべき安

定性の間にラインを引くことに資するでしょう。労働市場の柔軟性は労使にとってメリッ

トであるとの合意が広がっております。しかし、フレキシキュリティの概念は、より幅広

く各国の改革という観点から見るべきだと思います。包括的かつ将来に前向きな改革努力

のみが、これは経済的手段と社会的手段を正しくミックスしたものですが、雇用を増やし

ます。そしてこの政策ミックスの中身が各国を変革していくことでしょう。 
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セッション１・パネリスト報告 

連合総合労働局長 

長谷川裕子 

 

まず最初に、だれのためのフレキシビリティなのかということについての労働組合の問

題意識を述べてみたいと思います。日本においては、雇用就労形態の多様化が進み、パー

トタイム労働者、契約社員、派遣労働者、請負労働者など、いわゆる非正規労働者が増加

しており、正規労働者が減少しております。１９９８年から２００３年の５年間で正規労

働者は３７２万人に減少したのに対して、非正規労働者は４１０万人増加していると言わ

れています。雇用労働者に占める非正規労働者の割合は年々増加いたしまして、現時点で

は３０％を超えている状況です。また、フリーター、ニートと呼ばれる若い人たちが増大

したことも特徴です。長期不況、経済のグローバル化によって経済環境の先行きに対する

不透明感が強くなったため、企業が人件費が安く、雇用調整しやすい労働者を増やした結

果であろうと思います。とりわけ、１９９７年の金融恐慌を契機に、日本の経営者は長期

的な人材育成の視点より財務の視点を前面に押し出し、長期的利益の追求ではなく、短期

的利益の追求を優先するようになったからだと言えると思います。正規労働者から非正規

労働者の転換は、非正規労働者の雇用労働条件に対する法規制や社会保険制度が未整備で

あり、人件費コストに格差があることが大きな要因であると言えます。すなわち、我が国

においては同種の仕事をする者であっても、フルタイム労働者とパートタイム労働者の均

等待遇原則が確立されていません。社会保険制度においても年金、医療保険は労働時間が

週３０時間以下の労働者には適用させなくてもよいとの基準があり、企業が社会保険料コ

ストを回避するために非正規労働者の雇用を増やしております。 

 さらに、政府は長期不況で有効な雇用政策を見出さなかったこともありまして、雇用調

整助成金などの雇用維持政策中心の政策から雇用流動化政策へとスタンスを変えることに

なりました。具体的には有期労働契約の上限の延長、かつて有期労働契約は原則１年だっ

たのですが、これを３年に延長しました。また、派遣労働者の派遣期間の上限期間の延長、

これは１年を３年に延長しました。これらは企業の短期的利益追求型の経営姿勢を後押し

したものと思われます。 

 このように均等待遇原則がないままに、いわゆる非正規労働者が増大したため、低所得

で不安定な雇用の労働者が増大しました。所得格差だけではなく、社会保障制度や能力開
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発の面でも格差を生み、今後の我が国社会のあり方を左右する深刻な問題となっておりま

す。日本において労働市場のフレキシビリティがもっぱら雇用する側にとってのみのフレ

キシビリティであったことが問題であると考えています。どのような雇用就労形態であっ

ても、フルタイムで働けば社会保険も適用され、生活できる賃金を得られる制度的な保障

があってこそ、労働者が雇用就労形態を選択できるという真のフレキシビリティが実現す

るのではないかと考えております。 

 連合は２００６年の春季生活闘争で、パート共闘を立ち上げました。時間給１％以上の

賃上げ要求などの共通目標を掲げて多くの組織が非正規労働者の賃上げ要求に取り組んで

おります。また、非正規労働者の組織化の動きも成果を見せ始めているところであります。 

 次に、雇用保障と解雇法制について若干述べたいと思います。日本の雇用社会において

は長い間、長期雇用システムが中心でした。この特徴は企業の中核的労働力を長期的に育

成し、活用する労働者と位置づけ、教育訓練を企業内のＯＪＴで行うとともに、企業内の

職業能力の発展に対応して企業内組織の地位も賃金も上昇するというものでありました。

日本において内部労働市場が高度に発達している反面、内部労働市場と外部労働市場は接

合されてこなかった、また、労働者の企業間移動が不活発であることなどが指摘されてお

ります。 

 日本における解雇規制の問題についてです。一般的な解雇ルールは２００３年に法制化

されたばかりですが、経済的な理由による整理解雇に関するルールは裁判所の判断が確定

していないこともありまして、いまだ法制化されておりません。さらに、会社が労働者を

解雇する際の手続や再就職あっせんなどを配慮するなどについては一切、明文のルールと

はなっておりません。この意味で解雇を規制する法律は不十分であると言えます。 

 次に、解雇の規制と均等待遇と非正規労働者の問題について触れたいと思います。期間

の定めのない労働契約の解除については、ようやくルールが法制化されましたが、有期労

働契約に関するルールはほとんど整備されておりません。その結果、有期労働契約の反復

更新、使用者による一方的な雇い止めが横行しております。これではいくら期間の定めの

ない労働契約について解雇を規制しても、簡単に規制から逃れることができるわけです。

また、派遣労働者の派遣期間中の中途の契約解除にも解雇規制は及びません。最近では、

派遣元と派遣先の契約期間よりも、派遣先と当該派遣労働者の契約が短く設定されるよう

になってきております。また、雇用形態の異なる労働者間の均等待遇原則や同一価値労働

同一賃金原則は法制化されていません。そのため、いわゆる非典型労働者と正規労働者の
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賃金、その他の労働条件の格差が大きくなっております。 

 このように、日本においては、確かに解雇は自由ではないのですが、解雇に関する周辺

的な法整備がおくれているため、一概に解雇が厳しいと判断することは私どもは間違いで

あると思っております。もともと非典型労働者の雇用の安定や、労働条件確保に関する法

整備が遅れていたのに加え、最近の労働分野の規制緩和は有期契約や派遣労働者など、非

典型労働者について集中的に行われ過ぎたのではないかと思います。 

 最後に今後の課題であります。均等待遇原則がないままに、いわゆる非正規労働者が増

加していることは、職業能力の継承や企業の発展に影響を及ぼし、日本経済全体にも影響

するものと考えています。さらに、格差の再生産、社会における階層化や階層の固定化を

もたらす危険性もあると思います。雇用就労形態の多様化の流れは否定できませんが、パ

ート、派遣、請負という雇用形態で女性や若者をいつでも契約を打ち切ることのできる労

働力として使い捨てている状況を放置することはできないと思います。フリーターと呼ば

れる若者の増加は、生活不安や将来不安のために結婚を遅らせる人を増やし、少子化に拍

車をかけていることも看過できない事実であります。こうした状況を放置することが２０

年、３０年後の我が国の将来にどう影響するのか。社会保障制度をはじめとした社会シス

テムを維持できるのか、問われております。 

 均等待遇原則の確立は、働き手の選択肢を広げる前提条件であると同時に、社会保障制

度の適用対象、支え手を増やす対策をとるべきであると考えております。格差拡大にどの

ようにして歯止めをかけるのか、どのようにして格差を是正するのかとの観点から、政府

の施策の見直しを行うとともに、実行することが早急に必要であると考えております。 
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セッション１・パネリスト報告 

日本経団連労働政策本部 雇用・労務管理グループ長 

輪島  忍  

 

日本の労働市場における現状の雇用政策のターゲットグループ、女性の労働力、それか

ら若年労働者、高齢者、それから話題にはなっておりませんでしたけれども、障害者、そ

のほかに外国人労働者も日本の労働市場の中では今後のテーマになってくるものと思って

おります。 

 まず最初に、我が国の女性の労働力の特徴について述べます。図表１です。いわゆるＭ

字型のカーブ、労働力率が２０歳代後半層のところで落ちていて、また４０歳代のところ

で上がってくるというＭの特徴を示しています。このＭ字カーブのところの落っこちてい

るところを上に引き上げ、労働市場の参加を促すことが重要だと思っております。労働政

策としては、昨年、育児介護休業法という法律を改正し、期間雇用者に対する育児休業の

取得を促すようにしました。また、ことしの国会では、男女雇用機会均等法の改正法案が

出されました。女性の労働の環境整備が進められていると理解しております。私ども使用

者団体としても、その大きな方向性については支持しております。 

 ２つ目の雇用政策のターゲットグループである若年者についてです。若年者の失業率が

高いということは、きょうこれまでのセッションの中で何度もご指摘がありました。そこ

で、一つの方法として、今、若者の人間力を高める国民会議というものを組織されました。

この国民会議の議長に私ども日本経団連の奥田会長が就任し、国民的な議論をするために、

いろいろな周知、またはＰＲ活動を行っております。この国民会議の重要なミッションは、

もちろん若者にメッセージを届けるということもありますが、それにも増して、その親、

教育関係者にメッセージを送ること、または地域連携を深めるということです。まだ課題

は整理をされておりませんが、これから社会的な議論を進め、問題解決の方向性を見つけ

ていかなければならないと考えております。 

 ３番目が高齢者の雇用です。３年前に高年齢者雇用安定法という法律が改正をされ、６

５歳までの雇用の確保について道筋が示されました。この法律の施行が来月、２００６年

４月に迫っております。労使で現在、６５歳までの雇用の確保策について真剣に議論をし

ております。の６５歳までの雇用の確保につきましては、いろいろな仕組みをつくって労

使で工夫をしていくと法律に書かれており、まさに今、労使がどのような雇用形態がよい
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のか等について話をしている最中だと思っております。 

 図表２をご覧ください。１９４７年以降に生まれた人たちは団塊の世代と言われており、

その人たちがちょうど６０歳になる２００７年が大量退職時代で、日本では２００７年問

題と言われております。それが目前に来ております。この年齢層には多くの高度技能者が

含まれており、企業内の技能伝承が大きな課題になっております。この団塊の世代も、５

年後、つまり６５歳以降は労働市場から退出していくことになります。技能伝承を企業の

中の課題として考える場合、２００７年から２０１２年までの５年間でこの問題の解決を

模索しなければならないことになります。よって２００７年問題というような、ある１点

の切り口ではなくて、２００７年からの問題だと私どもとしては考えております。 

 障害者雇用についてです。これも日本国内では法整備が進み、昨年、働く障害者とそれ

を支援する福祉の連携を図る障害者自立支援法という法律ができました。この障害者自立

支援法と障害者雇用促進法の改正によって、企業側でも障害を持っている人たちの雇用促

進を考えなくてはならないということで、１人でも多くの障害を持っている人たちが安定

した職業生活を送ることができる一応の環境整備が整ったのではないかと思っております。 

 最後に、グローバル化のような外部環境の変化や少子化などの国内要因に対応するため

に労働市場のフレキシビリティを高める必要性が企業にはあり、フレキシビリティを高め

ることを目的として多くの取り組みがなされているのではないかと思っております。これ

まで労働市場のフレキシビリティを高めるために、社会的なパートナーである労働組合と

真剣に議論をしてきた経過があります。そのことは大変重要だと思っております。そうい

った意味で、最近ではあまり使われませんが、労使は社会の安定体という言葉があります

が、社会の安定体として労使の責任というのは、今後低くなることはなく、ますます高ま

るのではないかと思っております。 
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セッション１・パネリスト報告 

欧州労連事務局次長 

マリア・ヘレナ・アンドレ 

 

 フレキシキュリティの中での対応性、調整、ダウンサイジングを考えたとき、ポジティ

ブな方向にどういうふうに持っていったらよいのか、つまり信頼のもとにこれをうまく進

めていくために労使がどのように交渉していかなければならないのか。この点は輪島さん

のプレゼンテーションの中ではっきりと出てきたと思います。まさにこれこそが我々がと

るべき唯一の道であると思います。 

 何といっても２０００万人も失業者がいる。また有期雇用とパートタイマーの数がどん

どん増えている――欧州でも日本と同じように増えております。それからもう一つ、独立

自営業者もあります。うち３分の２は、実は契約も定まったものが全くないし、社会保障

のカバーも受けていないという現実があるわけです。したがって、そうした社会的な枠組

みの中で、いかに信頼を打ち立てていくかということが重要かと思います。 

 さらにもう一つは、インパクトの問題を考えていかなければならないということです。

フレキシビリティが労働市場に与える影響とはどういうことか、もちろん労働の組織とい

う議論もあるでしょうし、さらに世界的な労働の分業、国際分業もあると思います。やは

りどうしても人の頭の中に恐怖ばかりを思い起こしてしまう現実があるわけです。そうい

う人々に対し、きちんと富が与えられるようなサポートをどのように行えばよいのか。 さ

らには、欧州でも人口動態の変化があります。労働力人口が少なくなっていく中で、セキ

ュリティの問題をどういうふうに考えていったらいいのか。また、労働市場から退出した

場合の再雇用をどうしたらいいのか。若い人々がより早く職業訓練を受け、労働市場に参

加するためにはどうしたらいいのか。仕事をしたいのに、労働市場に全く入ってこられな

い人々、失業の罠にとらわれている人たちもいます。このような中で、いかにして新たな

労働者側のニーズをとらえ、どのように動いていったらいいのかということを十分に考え

ていかなければなりません。 

 また、女性が労働市場に戻ってきたい時に戻ってこられるような状況を考えていかなけ

ればなりません。その中で、職業の将来展望をプラス方向に持っていける制度も必要でし

ょうし、それは日本だけの問題ではありません。さらにまた、リストラも最近では様相を

異にしてきています。そういう中で、労働市場でそれぞれの労働者をどのように考えてい
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くのか。ただ単によく聞くような、月並みなワーク・ライフ・バランスというお題目だけ

でなく、もっと先に進まなければならないと思います。単に規制緩和というのではなく、

もっとバランスのとれた形で、ほんとうに彼らが労働市場に参画しながら、生活できやす

い体制を考えていく必要があると思います。 

 次に指摘したいのは、欧州の拡大プロセスの中でグローバル化によってどのような影響

が出てきているかということです。実は欧州市民に対して十分な説明がなされていません。

東に職業、企業が全部移ってしまって、西が空洞化するのではないかという恐怖が、実は

ＥＵの中にも存在しております。社会的ダンピングという疑念も存在しております。ＥＵ

内での人の自由な移動を考えに入れながら、新たな問題意識が必要かと思います。一方、

欧州の競争力という論点も入ってくると思います。欧州の企業側も生産性を上げて、生産

量を上げるためにどのようにしていったらよいのか、また労働者への配分方法という問題

もあります。欧州でも、より多くの企業が単に株主だけではなく、ステークホルダーとい

う考え方をとるようになっています。最近流行しているのは、企業の社会的責任です。企

業が立地している地域、企業が雇用している従業員に対する責任ということが言われるよ

うになってきています。もう一つ、経済成長があれば雇用創出がなされるけれども、経済

成長をまだうまく実現できていません。将来、考えられていかなければならない点です。 

 労働組合は、決してフレキシキュリティを拒否しているわけではありません。我々も、

これは団体交渉の一つのテーマになると考えています。市場の動きを見きわめながら考え

ていかなければならないテーマであると思います。また、労使で話し合うだけでなく、政

府とも話していく必要があります。フレキシビリティと同時に雇用の安定、安全も考えて

いく必要があるので雇用ガイドラインが重要になると考えております。同時に、雇用の質

も雇用戦略、ガイドラインに関しては、極めて重要であるというのが我々の考え方です。

この点についてまず一つは、失業を克服すべき第一の主要課題と考えることです。欧州は

確かに中国やインドと競争しております。そういう中で、適切な職を我々は守っていかな

ければなりません。ＥＵ、ヨーロッパ、日本、発展途上国、新興経済国、新興経済地域間

でこれからますます競争が激しくなるでしょう。ＥＵレベルでフレキシビリティ、セキュ

リティを考えながら、各国に必要な国際条約等を手当てしていくことが必要だと思います。

労使がいかにして、新たなガバナンスを促進していけるのかも重要になってきます。変化

を先取りした対応、フレキシビリティが必要だと言われますが、やはり交渉ができる体制

をつくっていかなければなりません。 
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 生涯教育も極めて重要です。ＥＵにはよい例を幾つかあると思います。例えば２００３

年、我々は行動計画の枠組みを決定いたしました。それは生涯教育と能力開発という点に

ついてのガイドラインです。各国レベルで、能力開発をさらに促進している国も出てきて

います。共同で資金をつけるとか、労働者自身が自分の能力開発に積極的に参加するとか

いうことが重要です。新たな能力開発ツールも重要でしょう。新たなツールも労使相互の

信頼の上にのっとって行わなければならない。言ってみれば、何回も出てくるキーワード、

セキュリティとフレキシビリティの中のライフ・ワーク・バランスが重要だと言えるでし

ょう。最後に一つ、何でも規制緩和してしまうという罠に陥ってはならないと言っておき

たいと思います。将来のため、罠に陥る危険も十分に考えていかなければいけないという

のが我々の考え方です。 
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セッション１・パネリスト報告 

英国雇用・年金省 

トニー・ウィルソン  

 

ここ１０年間を振り返ってみますと、労使のパートナーシップは非常に重要な特徴にな

っております。大陸ほどではないかもしれませんけれども。２つの歴史的な課題がありま

す。グローバル化と社会の高齢化です。英国の労働市場にどういう影響が出ているのか。

英国はこの１０年間成功した分野もあれば、成功していない部分、それらについて話をし、

また今後の課題についても触れてみたいと思います。 

 ここ数年、英国の労働市場は他のＥＵ加盟国と異なった経験をしております。２,８００

万人が就労し、約７４.５％の高い就労率になっております。１９９７年から約２５０万人

の増、２％ポイント以上のアップです。失業率は日本と比べると高いかもしれませんが、

英国にとって５％というのは低いほうです。ここ数カ月少し上がっておりますが。 

 英国には非常に柔軟な労働市場があります。労働者の２０～２５％は毎年転職しており、

その中で、自分の意思に反する割合というのは非常に低いです。ですから、解雇もまれで

す。多様化も進んでおります。パートタイムの形態も様々です。ただし、臨時的雇用は全

体の６％で、ＥＵも低いです。勤続年数も、ここ数年少し長くなっています。英国はかな

り制度がほかの大陸国と違います。今の政権が９７年に政権を握り、それ以降経済的な効

率性と社会制御のバランスをとろうとしてきました。政治的な一つの決まり文句になって

いますが、雇用創出に関しての障壁は比較的低いと言っていいと思います。 

 一方、普遍的な、包括的な社会保障システム、厚生システムも充実している国です。イ

ンサイダー、アウトサイダーという労働市場の概念がありますが、英国の場合にはアウト

サイダーマーケットのほうが大きい。社会権利、社会保障は普遍的なので、その点も労働

の多様性に寄与していると思います。日本の場合、３０時間以下の就労ですと様々な社会

的権利がないというご説明でした。英国の場合、何時間働こうと普遍的な権利として保障

されております。 

 一つの重要なポイントとしてここで強調したいのは、英国にとってパートタイム労働と

いうのは悪い形態ではない、生来的に悪いものではないということです。先進国の就労率

は、２５～５０歳の男性で８５～９０％と大体同じです。全体の失業率が高い国は、女性

が多い国です。そして労働時間についても多様性が見られます。長期的に見ますと、パー
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トタイム雇用が非常に重要になってくるわけであります。英国が日本や他の国と違うとこ

ろは、社会的な権利が、パートタイムであろうと、正社員であろうと享受できるという点

です。もちろん、パートタイムの欠点もあります。英国の場合、パートタイマーは、自分

の意思でパートタイム労働につきます。自ら選んでいるわけです。パートタイマーの１２

人に１人は、正規の仕事が見つからないから、仕方なくパートタイムで働いておりますが、

これは少ないと言えるでしょう。 

 過去１０年間の動きで英国があまり成功していないのは、福祉システム、社会保障シス

テムと市場のリンク部分です。つまり、公的な職業紹介の不備です。日本と同様、若い人

の失業率が高いのですが、これといった対応策が出ていない、改善がここ１０年見られな

いとの現実もあります。また、働いていない人たちの活性化があります。例えば、疾病で

医療保険に頼っているような人々。６５歳を過ぎても働く人が結構イギリスは多いのです

が、あまりアクティブではない人々の活性化がまだまだ必要です。アクティブでないのは

社会保障システムのせいかもしれませんが。英国の場合、活性化がキーワードになってい

ます。個人が職を求めるニューディール等の政策が重要です。エンプロイアビリティのア

クセス、エンプロイアビリティのパフォーマンスに関しては、アクセスに重点を置いてき

たというのが英国の特徴だと思います。それは、職につけば自己開発ができ、そこで技能

がアップするという考え方です。全体的に言って、雇用の成長は人々を就労させ、生産性

の向上は技能開発、技能アップに結びついているという見方が強いわけです。 

英国は長期的な目標として、成人就労率を８０％に設定しています。これは大きなチャ

レンジです。雇用の成長が最も重要な長期的な経済成功の要因だという見方をしているこ

とのあかしだと思います。我々の最優先事項です。働いている人、働いていない人のバラ

ンスを見た場合、より多くの人を仕事につけなくてはいけません。労働者の移動という問

題、高齢化、それにＥＵの拡大も関連してきます。雇用の成長は、求職者とその才能を求

めている側のマッチングをいかにスムーズに行うかにかかっていると思います。 

２点目に、パートタイム労働をよりよい労働にすることです。長谷川さんの分析、アン

ドレさんの分析に同意します。パートタイム労働には長期的な見通しがなく、あるいは雇

用の質という面でも高いものが少ない、それが現実でしょう。よってフルタイムの保護よ

りも、パートタイムの改善を図らなくてはいけないと思います。正規労働の保護にばかり

走ってしまいますと、パートタイム労働は副次的という位置づけから逃れられないと思い

ます。労使、政府が創意工夫を凝らした形でパートタイム労働の内容を改善していかなく



 -21-

てはいけないと思います。 

 最後に技能の問題です。生涯教育、生涯学習がますます重要になってきます。欧州、日

本でも、政府の教育システムの中では、基本技能がまず重要ですが、高い技能者について

も政府の介入すべき点があると思います。就業率を高めるためには、より多くの人々を仕

事につける、そして正規労働者の保護ばかりでなくパートタイム労働者の改善を図る、そ

して最後に申し上げたスキルの問題、この３つが重要だと私は思うわけであります。 
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セッション１・パネリスト報告 

厚生労働省職業能力開発局総務課基盤整備室長 

亀島 哲 

 

我が国の雇用失業情勢は改善が進んでおります。その一方で、労働市場をめぐっては大

きな変化が起きております。一つには、グローバル化等によって国内外での競争が激化し、

企業が短期的利益重視の経営姿勢を強め、中核となる正社員を絞り込んだということです。

結果として、正社員の比率が低下しております。人材のアウトソーシングが進み、そして、

非正社員も増加しています。もう一つは、長期的視野に立った人材育成が日本の特徴と言

われてきたのですが、企業が即戦力志向を強めたため、訓練投資が減少しているとの変化

がもたらされました。 

 では、正社員の側は問題がないのかというと、そうではありません。我が国の労働者１

人当たりの総労働時間は、全体としては減少していますが、その一方、週６０時間以上働

く雇用者が増えています。希望してもフルタイムで働くことができない者がいる一方、長

時間労働によって健康を損なう、あるいは、将来に向けた能力開発の時間がないといった

状況が生まれています。格差の拡大への対応等バランスをとりながら、仕事と生活の両立

を実現できる環境が求められているということを政府としても認識しております。 

 もう一つの問題は、若年層の問題です。若年層は、非正社員として不安定な就労を繰り

返す者や無業者が近年大幅に増加しています。十分な職業能力の蓄積がなされず、本人の

生活が不安定になりますと、本人だけでなく、国としても中長期的な競争力、生産性の低

下や社会コストの増大といった問題が生じかねないとして、日本では、国民的な課題とし

て位置づけられていると思います。 

 そうした中、働く側の意識が変化して実際の状況との間にずれが生じているという認識

を持っております。雇用の安定性、労働時間等の労働条件、能力向上の機会に対する労働

者の意識が変化して、さまざまなずれが生じている。我が国では既に人口減少社会が現実

となっております。このずれをこのまま放置すると、国民の生活水準の低下、あるいは経

済の長期的な停滞を引き起こすことになりかねないといった認識が強く持たれています。 

 日本政府としての基本的な対応については、人々のエンプロイアビリティの向上に力点

を置きながら、現実の状況を踏まえ、バランスのとれた、広い意味での雇用保障政策を講

じていると考えております。その中で重要な点は、能力開発支援策です。ここで考えなく
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てはいけないのは、この能力開発費用をだれが担うかという問題であると思います。我が

国では、企業、個人、政府でこのバランスをどうとるかということが大変重要な論点にな

ると思います。先ほど申し上げました、企業の訓練投資が落ちているということに対しま

して、職業訓練や能力開発の機会の確保、措置を実施する企業には、金銭面での助成、あ

るいは能力開発費用を増やしたという企業に対する税額控除制度を設けて、企業における

教育、訓練を促進しております。 

 一方、従来の企業による職業能力開発の取り組みだけでは流動化に対応していくことは

できないという観点から、個人主体の職業能力開発、キャリア形成支援も充実してきてお

ります。具体的には、一つは労働者がみずから費用を負担して一定の教育を受けた場合、

費用の一部を負担する教育訓練給付制度を設けております。それからもう一点、近年力を

入れているのが、キャリア形成を個々人で設定していくことを支援するキャリアコンサル

ティングの推進です。 

 先程、伊藤統括から、訓練についてちょっとフォーカスがぼやけているというお話があ

りました。答えになるかどうかはわかりませんが、失業者等に対する訓練では、実践力の

向上を図るため、企業での実施を併せた訓練コースを充実させております。企業の中で役

に立つ企業主体の職業訓練、公的にかかわりながらも企業が主体として能力開発を行って

いくということについての検討を進めております。 

 能力開発にあわせて、労働市場で労働者個人の潜在能力が発揮されるよう、再就職支援

を行うことも重要です。そこで、公共職業安定機関での丁寧な説明はもちろんのこと、現

在では在職求職者を念頭に置き、全国の公共職業安定所で平日夜間および官庁の閉庁日で

ある土曜日にも開庁して、職業相談、職業紹介を行っております。 

 非正規労働者の問題です。正社員への働き方を希望する方々については、何とか職業紹

介の機会を提供し、正規社員に円滑に移行できるよう支援していくことが重要と考えてお

ります。パートタイム労働者につきましては、正社員への応募機会の付与や、正社員への

転換にかかる条件整備を図る内容となる大臣告示を定めています。こうしたものの周知、

啓発に努めるとともに、２００６年度からは、パートタイム労働者から正社員への転換制

度を整備した場合についての助成金制度も設けております。労働者派遣については、労働

者派遣後、職業紹介を行って正社員化するという制度を活用していく。 

若年者につきましては、一定の試用期間を設けて、その間に企業と若者が相互に見きわ

めた上で就職するという、トライアル雇用制度というものを設けております。２００４年
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度には４万４,０００人に対してトライアル雇用を実施し、３万７,０００人がこの雇用を

終了しましたが、約８０％に当たる３万人が常用雇用に転換しました。さらに公共職業安

定所でアルバイト、パートとして働く、またはそのことを希望する若者を対象に、これを

常用雇用化するという目標を定めて、２０万人の常用雇用化戦略というものを進めており

ます。結果として、２００４年の不安定就労の若者は２１４万人いますが、これを２００

５年には２０１万人、１年で１０万人強減少しております。 
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セッション１・全体討論 

 

【議長／カストリシアナキス】  第１セッションのディスカッションです。ここで一つ、

問題提起をいたします。雇用のセキュリティについて考えた場合、これのコストを誰が負

担するのかということです。もし我々のほうが雇用のセキュリティ、仕事のセキュリティ

を維持したいのであるなら、コストシェアも考えていかなければならないと思います。で

は皆様、どうでしょうか。 

【会場から】  日本の皆さんにお聞きします。樋口先生のお話で、グローバル化は雇用

に必ずしもあまり大きなダメージを与えていない、特に輸出入の点ではかなり景気が上が

ってきているという話がありました。その一方で、雇用者の視点から見たときに地域的な

格差があるという話が出てきました。私は、日本でも全体的な雇用者ということを考える

と、ネガティブな影響が出てきているのではないかと思います。どうしてもグローバル化

の中で、競争力ということが問題になってきますので。 

 JILPT の伊藤さんからは、高いコストは競争力の喪失になるので、労働者が割を食って

いるという話がありました。トヨタの例を引き合いに出して、中国のようなエマージング

マーケットと競争しても勝てない、むしろ技術革新や職業訓練に投資するんだという指摘

がありました。ヨーロッパでも技術革新、スキルの発展のために教育訓練に投資をすると

いうのは、使用者側にとっても重要と思います。まさにウィン・ウィン・シチュエーショ

ンをつくるためにです。ＥＵの労使にお聞きしたいのですが、職業訓練のコストをどうい

うふうに考えているのか、労働者が自分で払わなければいけないと考えているのか。ある

いは、コスト競争力を高めるために、イノベーションのためのコストをカットしてもいい

と思っているのか。 

労働側に聞きたいのは、能力開発、職業訓練に関する労使の役割です。団体交渉の中で

扱っていく可能性があるのか。労使両方にプラスになるような、ちょうどトヨタがやって

いるようなことを、欧州ではどのように考えているのか、ぜひお話をしていただければと

思います。 

【議長】  では、ソーンさん、どうぞ。 

【ソーン】  やはり能力開発および生涯教育はかぎを握ると思います。だからこそ企業

は、特にドイツでは３７０億という巨額をこの部分に投資しているわけです。また、オン・

ザ・ジョブ・トレーニングも、若者にとっては重要なのですが、ただし、これが問題なの
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です。若者のエンプロイアビリティをどのように向上させるのかが問題になっています。

ただ、セキュリティは必ずしも能力開発だけではない。それはもちろん重要ではあります

が、それだけではないと考えます。 

【アンドレ】  ウィン・ウィンを実現するためにどうしたらよいか。私はやはりパート

ナーシップの相互信頼の上に打ち立てなければならないと考えます。フレキシキュリティ

を考えた際、フレキシビリティだけに重きが置かれて、セキュリティがおろそかにされる

可能性がある。そうなるとむしろ労働者のほうがどうしても割を食ってしまいます。それ

については、同僚である連合の方からも指摘がありました。 

 欧州の場合、ただ単に我々の社会的なレベルを下げるとか、賃金をカットするという形

で新興国と競争しようとは思っておりません。むしろ技術革新、新製品、新サービス等、

他ではつくれないものを創造することによって、これを克服しようと考えているわけです。 

能力開発はそのための方法の一つですが、能力開発、スキル向上をあまり物事から切り離

してしまってはいけないでしょう。人々が関心を持っているのは、スキルの向上ですが、

実際に自分が行う仕事からあまりにもかけ離れた能力開発であってはなりません。労働組

合から言えば、能力開発をいかにして確実に実施し、知識集約型社会をつくっていくのか

が重要です。ただ、生涯学習をベースにする社会ですが、それはあくまでも、一つの要素

でしかありません。ここで、能力開発の共同のコスト負担ということも重要になってきま

す。これは、単にお金の問題だけではなく労働時間または労働の組織の見直しにもつなが

ってきます。 

【議長】  ユーロスタットの欧州の統計をみますと、トレーニングのコストというのが、

９６年からここ１０年間で２倍になりました。約５７億から１１９億まで上がりました。

そういう意味で、ＥＵは正しい方向にかじを切っていると言っておきたいと思います。そ

うは言いましても、ベストパフォーマンスからすれば、まだまだ数字は低いですが。では、

伊藤さん、どうぞ。 

【伊藤】  日本は過去１０年間ぐらい中国に悩まされ続けました。それで、企業はコス

ト競争に巻き込まれると絶対勝てないとわかりました。それで新たにやり出したのは、中

国がなかなかまねできない、ないしは追いついてこられない領域の研究で、出てきた答え

はブラックボックス化という概念です。つまり、どうやってつくっているのかわからない

ものをつくろうということです。例えば、携帯電話はノキアが一番強く、日本企業は競争

力を失ってしまいました。ところが部品を調べていただければわかりますが、８割ぐらい
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は日本の部品を使っているはずなのです。そして部品はどうやってつくっているのかわか

らない。部品を供給するため、素材メーカーは非常に高度なものをつくらなければいけま

せん。例えば化学、鉄鋼業界は、昔やっていたことと現在やっていることは全く違います。 

 ここで重要なのは、研究開発と現場の力というものがうまく統合されないとブラックボ

ックス化するための力というものは発揮できないということです。現場も相当に知識、能

力が高くないといけないので、「選択と集中」を始めています。つまり、捨てるものは徹底

的に捨てて、集中するところに特化しています。すると、製品でもこれは捨てる、これは

もっとやると分けられます。それに必要なスキルは何かというのを明らかにして、勝ち組

企業はここ１０年間、必死に努力してきました。ところが、だめな会社はコスト競争に巻

き込まれてしまい、非正規社員を投入すれば、どのくらいコストをカットできるかとか、

そうしたことばかりやっていましたから、結局は中国のもっと安い製品にしてやられてし

まいました。 

 それからアメリカからウォールマートが日本の小売業のてこ入れに来て、エブリデイ・

ロー・プライスを日本で始めました。これが消費者から総スカンを食らって、まだ大赤字

です。多分撤退するでしょう。日本とアメリカのマーケットは全く違っています。アメリ

カのマーケットのスタンダードが日本でもスタンダードになると思っている人たちが、ア

メリカの経営者は非常に多い。そういう経営者が日本に来て、うまくいったためしはあり

ません。マツダもフォードが乗り込んできましたら、ガタガタになってしまいました。唯

一うまくいったのは、日産に乗り込んできたカルロス・ゴーンというルノーから来た経営

者です。ゴーンは日本のマーケットを慎重に研究してから改革をやりました。 

 先ほど能力開発のフォーカスがちょっとぼやけているのでは、という話をしました。ど

ういうことかというと、やたらいろいろなものをやって、大変なコストをかけてはいます。

政府レベルで幾ら財政投入したとか、企業はいくら教育訓練費を使ったとかです。私はド

イツを調べたのですが、ものすごいお金を使っております。あるドイツの担当者は、東ド

イツと統合したときにいろいろやったけれども、「ドブに金を捨てた、全然効果がなかっ

た」と言っていました。それは恐らく広く薄くやってしまったからなのです。 

 日本の例です。高速印刷機を職業訓練校でやるとすると、それを動かす能力を訓練生に

教えますが、企業はそんな能力を望んでおりません。大変高価な高速印刷機を２４時間ど

うやって効率よく動かすのか。すると必要なのは、操作ではなくて、セットアップ、段取

り全体を組む能力なのです。どの品物をいつ流して、次は何を流すか、そういう訓練を積
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んでこないと雇いません。いくら訓練をやっても再就職が進まないというのは、そういう

ことです。それに気がついているトヨタは、極めてピンポイントのフォーカスを行い、そ

ういう技能をどんどん教え込む。愛知県の本社に国際技能センターというものをつくり、

全世界から工場労働者の優秀な人を集め、必死になってトヨタウェイを技能的に教えてい

ます。おもしろい点は、トヨタはコスト計算をしていないことです。フリーハンドでやっ

てよいというのが経営の判断です。ですから、そこのコストをどうするのだというのは、

非常に狭い考えであり、それでやっているとうまくいかないでしょう。フランスとドイツ

の方を連れてトヨタに行った際、教育訓練の話になり、ドイツの方が、「トヨタの教育訓練

費は幾らですか」と聞きました。トヨタの担当者が「そういう計算はしていません」と答

えましたら、大騒ぎになりました。 

【会場から】  伊藤さん、日本の場合、不安定な雇用形態、つまりフリーターが生まれ

ているのは使用者がうまくやっていない、使用者が悪いということなのでしょうか。政府

の役割はどうなのでしょうか。 

【伊藤】  経営者もいろいろいまして、よくわかっている人とよくわかっていない経営

者がいます。よくわかっていない方が経営している企業は、全くスタイルが違います。一

方、政府は公平にやろうとするので効果が出ないのではないかと個人的には思っています。 

【亀島】  効果が出ないと言われた政府の者です。大企業で教育訓練、技能育成を重視

しているということは事実です。しかし、技能者についても対象者を絞り込んできたとい

うことが、ここ１０年実際ありました。それとこれまでは、無技能な高校卒業生が新規学

卒として９０数％、正社員として就職できていました。これは、国際的に日本の特異な点

だったと思います。それがここ何年かで間口が大変狭くなりました。これが一つの大きな

背景になって、不安定な若者が生まれてきました。また、大企業が厳しくなると、すそ野

の中小企業はもっと厳しくなるというのが日本の構図です。大企業も中小企業も生死をか

ける中で大変絞り込んできた。そうした状況の中で次の教育を受けない層というのが、非

正規として広がってきたというのが一つの実態ではないかと思います。 

【会場から】  伊藤さんの問題提起は、企業に既に雇われている人たちのトレーニング

について出されたとように思います。では、フリーターあるいは失業者に対して、効果の

ある職業訓練をどのように行ったらよいのでしょうか。ヨーロッパ各国でも、職業訓練は

行っていると思います。コスト計算もやっているでしょう。その職業訓練をやることによ

って、例えば、エンプロイアビリティが具体的にこう高まったというようなよい事例がも
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しありましたら示していただけたらと思います。 

【議長】  ガジェ先生どうぞ。 

【ガジェ】  最初に、少なくてもヨーロッパに関して考えていかなければならないのは、

職業訓練の質が企業とリンクしているということです。国によって違いがありますが、徒

弟制度、訓練制度を既に発展させていて、学校を出た後にそこを通って実際の実業社会に

入っていく国があります。これは中等教育の後にこうしたコースがあるところです。 し

かしその制度は今、２つの面で疑問にさらされています。といいますのは、そうした徒弟

制度というのは、あまりにも企業のニーズに合わせられすぎている。つまり、現在の形に

アップデートされていない。また、あまりにも総合的な教育にリンクされている。もう一

つ、徒弟制度とは別に幾つかのシステムがある。つまり、足りないところ、穴を埋めるた

めに幾つか別のシステムがあるということです。極めて重要な点は、企業および職業訓練

学校の間でパートナーシップが必要だということです。そして企業のニーズに合わせた形

で、きちんと行われなければならない。 

【会場から】  若者に関して言えば、イギリスの場合、やはり訓練システムがあります。

より高い教育に進むよりも、むしろ仕事に入っていけるように、例えば１６歳以降ですが、

オリエンテーションしていくというものです。大学に行っても、必ずしも労働市場に入る

準備ができる学生にはならないという現実があります。 

 それからもう一つ、例えば２５歳ぐらいのところで、６カ月のオプションを与えるとい

うことも考えています。助成金のついた雇用機会を提供する、それはデュアルシステムの

ような形になります。実際、雇用のタスクフォースの中でこうしたオプションを与えて、

とりあえず試用で仕事をさせるということも考えられます。そして６カ月後にレビューし

て、この先どのようにするかを決めるといった形です。必要があれば、そこでまたプログ

ラムを手直しして、その個人に合ったものを提案することも考えられます。 

 政府がベストなサポートを行えない、特に職業あっせんについてはなかなかできないに

しても、使用者側を含むいくつかのコンタクトポイントを持って進めていけば、また方法

があるでしょう。少なくともイギリスでは、こうした新たな教育訓練制度の中で、職業教

育を学ぶ幾つかの成功例が出ています。これまで失業者であった人々が労働市場に入って

くるときには、経営者側も例えば、やはり管理能力やコミュニケーション能力などを少な

くとも身に付けていてほしいと思っているでしょう。そうした能力を求職者に与え、エン

プロイアビリティを上げることにイギリスでは焦点を絞っています。 
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【会場から】  ラトビアから来ております。ガジェ先生の話に、使用者にとって訓練へ

の投資は見返りがあるとありました。例えば、中国、インドと競争する中で生産性を上げ

る、研究開発を行う、訓練にも投資するということは、どのようにペイするのでしょうか。 

【アンドレ】  ご質問ありがとうございます。これは非常に難しい質問です。フレキシ

キュリティというのは、決してほかの政策と別個に、独立しては扱えません。フレキシブ

ルと技術革新、国際的な分業について、同時に考えなければなりません。それを考えない

と、結局は意味がなくなってしまいます。エンプロイアビリティを集合的に考える必要が

あるということです。エンプロイアビリティの後ろには、やはり個々人の労働者がいるわ

けです。ここで考えなければいけないのは、ある一定の地域、またはある一つの国の中で、

よりメリットをとるためには、国際的な分業の中で比較優位をとらなければならなりませ

ん。つまり技術革新の政策も必要ですし、マクロ経済的な拡張政策も極めて重要です。そ

れについてはイギリスの政策について指摘がありました。 

 フレキシキュリティも大事です。フレキシキュリティのメリットは、カテゴリーにとら

われず、すべての労働者に職業訓練を行うということです。ここでは信頼がなければなら

なりません。未来に自信が持てなければ、信頼がなければ、仕事をしようとは思わないで

しょう。もっと初期の学業を早くドロップアウトしてしまいかねません。将来に自信がな

ければ、自分たちがもっと職業訓練に、自分たちからインボルブしようとは思いません。

そうした人たちが結局は資格のない労働者、失業者予備軍になってしまうわけです。非熟

練労働者の競争力確保は重要だと私は強調させていただきます。 

【会場から】  私はオランダから来ております。アンドレさんのスピーチに関して、お

っしゃるとおり信頼を構築しなくてはなりません。経験的にも信頼感、信用はフレキシキ

ュリティを構築する不可欠な要素です。ただ私が思うに、この信頼、信用というのは、こ

の過去数年来失われていると思います。理由の一つにやはり不安定があると思います。最

初に行うべきことは、人々に対して、新しい保障、セキュリティ、安定的な要素をきちん

と提示してもらいたいと思います。ガジェ先生の冒頭のスピーチにもありましたけれども、

新しい一連のセキュリティが提示されないと、人々もフレキシブルな形で対応しようとい

う気持ちを持てないと思います。 

 オランダの調査でも、現在の若い世代は将来に関して前の世代よりも悲観的です。こう

いう結果は初めてのことです。今まで新しい世代は、その前の世代よりも必ず将来に関し

て楽観的でした。それが逆転してしまった。ですから、最初に重要なのは新しいセキュリ
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ティ、安定した要素は何か、古い保障、セキュリティとどのように違うのか、そういうも

のがはっきりしないと、フレキシキュリティに重要な要素の信頼が損なわれてしまうと思

います。 

【会場から】  今、ご質問をされた方、ユファーゲンさんは、実はフレキシキュリティ

という言葉を発案した一人です。この問題に関しては非常に深く追求しています。欧州委

員会は、フレキシキュリティには幾つかの要素があるとの見解です。フレキシビリティを

契約関係に取りこむことは、ＥＵ各国の例でもわかっておりますけれども、これはやはり

不可欠なことです。こうした柔軟性を取り入れて、初めて社会経済変化に対応できるわけ

であります。しかしこの方向は、同時に積極的な労働市場対策、政策が必要になります。

政策によって、人々を支える必要がある。ある職から、次の職に移る際、それを支えなく

てはいけない。移行がたやすいことが重要であります。さらに日本の皆様も指摘した教育、

生涯学習も重要です。教育制度が適応性を労働者に提供できる、そしてこうした労働者た

ちが、実際にある職から次の職に移動できる必要があります。また提供される動機も重要

です。移動へのモチベーションが必要なわけです。また、所得保障も必要です。欧州委員

会は、フレキシキュリティに関して、バランスを図ろうとしています。フレキシビリティ

とセキュリティ要素の最適な組み合わせを今、模索しているところです。 

【会場から】  今の意見を私も支持します。メンタリティを変えようとしてもなかなか

うまくいっていない一つの理由は、説明不足でしょう。労働者、一般市民に対して、どう

してある程度犠牲を払わなければいけないかということについて、今まで当たり前と思っ

ていたことをあきらめなくてはいけないということについて、十分に説明されていなかっ

た。それで、積極的な労働市場政策を十分に理解してもらえなかったということがあると

思います。積極的な労働市場政策によって一部の国では、実際に雇用創出した例、失業者

を削減できた実例があります。また、それができていないところもあります。アプローチ

の仕方かなにかの要素の欠如なのか、うまくいかなかった原因を究明する必要があるでし

ょう。 

 先ほど、若い世代が将来に不安を感じているという話がありました。我々、欧州社会か

らまさにこうした不安は絶対取り除かなければいけません。人々がより移動性をもって仕

事をする。そして学習にもっと時間を費やせる方法がどういうものなのか。定年退職、疾

病、失業といった際の保障をより充実させるために、人々は少し賃金を下げてもいいとい

う気持ちになれるのか。単に賃金を下げる、保障も下げる、年金も下げる、失業したとき
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の保障も下げる、全部削減するということだけでは受け入れてもらえないと思います。 

【会場から】  ちょっと違った質問をしたいと思います。パートタイマーが日本で増え

ている。労働時間が週３０時間までなら、年金の権利も社会保障もない、普通の社員と比

べて権利がないというお話でした。このパートタイムを 5年～10 年やる特定のグループは

いるのでしょうか。社会はどのような対応をしているのですか。あまり資格のない人がパ

ートタイマーの場合、高齢化が進むにつれて年金の問題が出てきて、社会全体のバランス

が崩れてしまうのではないかと思うのですが。これについてのどういった議論が今なされ

ているのでしょうか。 

【亀島】  日本には、パートタイム労働者と言われる方が８００万人から１,０００万人

いると言われております。この多くはいわゆる配偶者、夫を持つ女性であり、家庭との両

立の中でパートを選択しているケースがかなりの部分を占めると思われます。さらに最近、

若者もこういう選択を行いますし、高齢者の方も、これは男性ですが、そういう選択を行

うようになってきています。日本で問題になっているのは、パートの中には、相当な割合

で正社員になりたい人がいるということです。それから正社員と同じ仕事をしているにも

かかわらず、なぜ自分は処遇が低いのだと疑問、不満に思っている人がいます。政府とし

ても対応していかなければいけない大きな課題だと思います。 

【樋口】  既婚女性にパートタイマーになる人たちが多いです。年金制度について、そ

の人たちの年収が一定の水準以下であれば、新たに保険料を払わなくても、夫の配偶者と

しての年金権というのが発生します。もちろん額は少ないですが、夫が年金制度に加入し

ていることによって、妻にもその一部分が年金として支給される制度になっています。し

かし、この制度では働くことがペナルティーになってしまっているとの意見があります。

妻が一定の年収を超えないように、労働を抑制してしまっているというケースもあるので、

個人のインセンティブを阻害しているとの意見です。そこについては、今、制度改革に取

り組んでいます。 

【ガジェ】  私からもコメントがあります。一つは、非典型的な雇用、パートタイム、

また不安定なものが増えています。フランスでは、少なくともある一定のタイプのパート

に関しては、保護がなされているものもあります。ごく普通のキャリアの自立的な一歩と

してとられているものもありますが、しかし、そこにはリスクもあります。 

 皆さんご存じかもしれませんが、現在、私の国フランスでは、今まさに若者の新雇用契

約に関して、大きな議論が巻き起こっております。これについて若者側から非常に大きな
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抵抗が示されています。その点についてコメントをしておきたいと思います。まず一つ、

この新規雇用契約は首相が提案しているものですが、これは実はアクセスエンプロイアビ

リティとかなり似ているものなのです。障害を低くするという意味で。つまり、ある若者

たち、まだあまり学歴のない、また教育がない若者に対して就業への障害を下げ、とりあ

えず試用の形で企業に雇用させて、適性を見るといったものです。これがもともとのスタ

ートでした。ところが、これはある意味ではちょっと逆説的なのですが、新規雇用契約提

案が、たくさんの若者たちから反発を引き起こしました。また若者だけではなく、使用者

側からもネガティブにとらえられているという現実があります。しかし、ここからフレキ

シキュリティの教訓を引き出すとすればどういうことがあるか。まず一つ目は、何といっ

ても国際的な経験を見なければいけない、つまり、ドグマに固まってはいけないというこ

とです。例えば有期雇用は、若者が企業に入れる可能性の一つです。そうした有期の雇用

を決して否定しきってはならないでしょう。 

 例えばイギリスの場合、１９９９年より前には、ちょうど現在フランスの首相であるド

ビルパン氏が提案している新規雇用契約と同じように若者に対して試用期間を２年間とし

ていました。たしかトニー・ブレア政権の時代だったと思いますが、２年という試用期間

はあまりに長いから短くしようとしました。結果、１年にして若者を企業の中に安定して

維持することに成功した結果、生産性の向上にも、雇用の向上にもプラスの要因として働

きました。つまり、２年はあまりにも長すぎるということです。 

 ２つ目に触れておきたいのは、フランス政府のアプローチについてです。これはフレキ

シキュリティではなく、ただ単にフレキシビリティです。フレキシビリティが第一で若干

のセキュリティあるということです。とにかく雇用を促進するために、セキュリティを外

す。その後で補完的な対策でセキュリティを出すということです。これが実は今たくさん

の人々の不信を引き起こしている問題です。確かに、雇用のところでフレキシビリティを

入れるのはいいかもしれませんが、しかし、あまりにもセキュリティが少なすぎる。です

から、フレキシビリティとセキュリティを同時に守らなければならないということが、こ

こでの教訓になります。ここで２つのことが言えると思います。一つは、将来に向けて、

一体何が必要なのかということを十分に考えて、羅針盤になるようなモデルを社会に提案

していく。２つは、安定の核になるような、人々が信頼を持てるような政策を導入してい

く。これらが、フレキシキュリティを成功に導く礎だと思います。 

【会場から】  規制緩和を行った結果、いろいろな問題が起きていると思います。規制
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緩和がすべてだめというわけではないのですが、例えば規制緩和の結果、有期雇用、パー

トタイマー雇用、派遣労働、契約労働、請負などの非正規が増えたわけです。そういう人

たちが企業の外に出されたとき、なかなか企業に戻ってこられないのです。そうすると、

外に出された人たちが非正規の雇用でも、自分たちが未来に向かっても安心して働けると

いうことをきちっと何らかの形で、政策が担保してやらなければいけない。それは賃金で

言えば均等処遇であり、能力開発であれば、そういう人たちに対しても積極的に行ってい

くことです。そのことで未来に対する安心、自分たちが働いて生活していける感覚を示す

ことが重要だと思っています。 

 労働者によっては、パートタイマーで働きたいという人もいます。有期で働きたいとい

う人もいます。それは先ほど樋口先生がおっしゃったように、例えば我が国では妻であれ

ば、夫の年金から自分が得られるものがあるとか、税制で優遇されているとか、そういう

ものがあって、そういう働き方を選んでいる人もいるわけですが、そういう人とは別に、

企業の中の正規雇用から出された人たちに対して、きちっとした能力開発の機会の平等だ

とか、それから均衡処遇だとか、社会保障に対するきちっと適応していくということをや

らない限り、非常に不安で、かつ、社会的な不安的なものになっていくのではないかと。

そういうものをどのようにして、政策としてつくっていくのかということが、今重要なの

ではないかなと思っています。 

 それと若者と先生がおっしゃったのですが、我が国でも若者がなかなか働かないので非

常に困っているわけです。彼らにどういう機会を与えればよいか、政労使でいろいろと議

論しました。例えばドイツのデュアルシステム、またはトライアル雇用を活用して、とに

かく働いてみる。働くことの意義について自分の中で体験し、それをもとに労働するとい

うことを私どもはヨーロッパ各国の経験から学び、今それを政策にするために政労使と議

論しています。 

【会場から】  解雇のルールは日本でどうなっているのですか。 

【長谷川】  ヨーロッパの方々からは、いつも日本の解雇は非常にきついのではないか、

厳しいのではないかという指摘を受けています。私の今日の報告でもありましたように、

日本の解雇は法律的には、今から３年前にできただけです。もともと日本企業の労使関係

は非常によろしいので、企業経営が困ったときに、どのようにして困難を乗り切っていく

のかについて、いろいろな知恵を出し合ってきました。最終的にどうしても解雇せざるを

得ないとき、社会的な合理性だとか、相当性があれば解雇できるというのが日本の状況で
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す。したがって解雇がきついという、ヨーロッパからの指摘は、私は当てはまっていない

と思っています。解雇は最後のぎりぎりの判断ですから、解雇に行くまでのプロセスは労

使で非常に大切にしていると思っています。 

 もう一つ、経済的解雇、整理解雇に関しては、現在裁判所でもまだ判例は確立していま

せんので、日本の中で揺れております。判例による整理解雇の４要件ではなく、きちっと

した法制化で予測可能性がでると思っています。したがって、一般解雇の次は整理解雇に

ついても、私は法制化すべきと思っています。 

【会場から】  フランスの新雇用契約、トライアル雇用について、そういった試用期間、

一定期間の後に労働者の適性を見きわめる仕組みは大事だと思います。若年者のトライア

ル雇用は、実は私が発案したのですが、ただ、それだけでうまくいくとは正直、あのとき

思っておりませんでした。要するに、使用者と労働者、若者相互に思いがあるわけですけ

れども、いかに折り合いをつけるか、ここに介入していく――介入という言い方はよくな

いと思います――調整していくことが大事だと考え、制度を考えました。 

【ガジェ】  議論を全部まとめてここで結論を出すというのは非常に困難ですが、こう

いう言い方をしましょう。日本とヨーロッパはいろいろな違った方面、角度から問題に対

処していますが、共通点もあるということです。ヨーロッパと一口に言っても、いろいろ

な国があり多様なので、一本化するのは難しい。グローバル化の影響、フレキシビリティ

市場で要求されているフレキシビリティと雇用の安定、これをどのようにブレンドしてい

くか、これは大きな共通課題であると思います。ヨーロッパでは、ただ単に労働法だけで

対処しきれない面があり、積極的労働政策ももちろん必要でしょう。生涯学習と弾力性に

富んだ社会保護システムを通じて、労働者の移動を促進し、十分な所得保障も行う、これ

らはすべて重要な課題です。労使の良好な関係、そして当局との協力をもってのみ、問題

に対処していけると思います。 


